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京都府維都市井倉町梅ヶ畑20番 地

彬1号 様式 (第15条関係)

京都府地球温暖化対策条例第 19条 の規定により提出します々
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ボル ト‐ナット リ ベ ット 小 '■じ ネ ホじ等製造業 (2581)

京都府jL球温暖化対末条例施行規即!第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原,由に張算 して1300キ ■リットル以上))

京
‐
fj府地球温暖イヒ対末条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模運送事業者 (トラックスはバス100台以上/タ クシーい0台

以上/鉄 道車両150両以上)
京都府地球温暖十ヒ対策条例樋行規則第10条第4号該当事業者 (そ′)lLの温室効果ガスの大規模排出事業者 (二離十ヒ炭素に換算 して3000ト

ン

!ヽ】 j夕当する□モこ■ レ 印を記入してください.持 t“ 業古以外の|「キヤの方riレ印の記入は不要です

2 雌 4午 技Jと rij,画期問の前IF度を  「R悼 年度Jと は汁口ftu栂のll率年度を 「42七年度Jと は計lr ttHJのうち 今 回報十の対“!な る11度をいいます

3遂
を接疎岳拷世手を生島店昴樹字を紹要奇箕ラタをF豪控籍喚学把若二宅吾渓客年督寝場告!格空蔦魚環f融分採&年ちと聖坊碇ワ背彗f得をあ柱品諮と塚ドど歪主経R舞京崇林悌||を発告皆

Ⅲ柴所手の】r葉活動に,Fい発生するIEと効果4rスをいいます.

4栃
rウサ竺少娃坊燥突によヨ穫勢提多安桝剛臣英8わ̀1)翌壌宮ドうをぉ摯塵仲‖り桝祷苦?でき格婆介塩峯長済鶏たコ、..18年にと19午kは強を早汁山Sトンと記人

5「 持記 ″IljJにri 'F成2午々 (1990午 vr)をヽ準とした排tt代の対比やエネルギー■「単位で碑 ‖H住 省 エネ製品,け塔などlt子の注宅効果″ス朴出品"度 /ヽrj f`徹 タ リーン劇さの採

'H 特,=フロンなどの条例指,[外の注宝勧挟"ス の制kな どを記入してくださぃ.
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1 3 年 ～ 平 成    20年

又、採光 ドームの設置に向けて検討する.

ッター ロ ー リングのオー水一ホー′レやモtよ る不足卒 再 加工の市J渋 (30弥 吊揮)

ス京 ットを劇の尊人による冷Hえ店t力 の市4減 (5,6日悌)

不要残その■直し(不R '加 工の防'とそLに確みの勧キ化)(5%n標 )

党に しをして い り][力 の市J渋を回る、 く人はセンサー付tt変に)(100■

十一漏れの市J減 ( 5托 R F・)

OA使 猟の作機七カを兄tFして 屯 力L(の高J液を田る。 (11`目悼)

不要我 Iの 兄直 し 〈丁筋作業の効キrヒ)(2勇 目採)

(18)年(19)年 度
(二餃fヒ炭ネ狼小 (1))

(17)年 度

よる温室効果
ガスの肖け減量

自然エネルギーを利用した

17年 度 9, 278 9■ 22, 100(百 万円)=0 420

18年 度  9 472■ '4, 150く 百万円)=0 392
二酸fヒ炭豪の'F出量は増力Eしていますが 売 上に対する原単位は減少 しています。

昨年実施 した内容は下記の通りです。
空調温「7F管理 夏  28℃  冬  18そ の徹底

人感センサータイプの照明の導入
まり 廃 票物の削減による 再 "回工の減少

担 当 者 氏 名

フ ァク シ ミ リ者号


